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教育民生常任委員会 摘 録 

 

１．開 催 日  令和７年４月28日（月）     第２委員会室 

２．出 席 委員  前田智永委員長 國利知史副委員長 近藤久子 岡野茂 青山学 松森潤平 

３．欠 席 委員  なし 

４．事務局職員  橋本和憲議会事務局主任主事 

５．説 明 員  なし 

６．傍 聴 者  なし 

７．会議に付した事件 

   １ 正副委員長の互選について 

   ２ 所管事務調査について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午後１時42分   開  議    

 

○橋本和憲議会事務局主任主事   それでは、ただいまより教育民生常任委員会を開会いたします。庄原

市議会委員会条例第９条第２項の規定に基づき、委員長・副委員長は委員会において互選されること

となっています。委員長が選挙されるまでの間は、庄原市議会委員会条例第 10 条第２項の規定によ

り、年長委員が委員長の職を行うこととなっています。出席委員中、近藤久子委員が年長の委員であ

りますので御紹介いたします。それでは、近藤久子委員、よろしくお願いいたします。 

     〔近藤久子臨時委員長 委員長席へ〕 

○近藤久子臨時委員長   それでは、御指名ですので、委員長が決まるまでの間、私が臨時の委員長を務

めます。よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１ 正副委員長の互選について 

 

○近藤久子臨時委員長   協議事項に入ります。議題１、正副委員長の互選についてです。まず、委員長

の互選を行います。方法についてお諮りします。どのような方法により決定するか、委員の御意見を

伺います。國利委員。 

○國利知史委員   立候補を募ってみてはいかがでしょうか。 

○近藤久子臨時委員長   他にありませんか。立候補を募ってみてはどうかとのことでした。それでは、

立候補される方は挙手願います。 

     〔挙手〕 

○近藤久子臨時委員長   前田委員が立候補されました。他にありませんか。よろしいですか。立候補者

は１名なので、決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○近藤久子臨時委員長   それでは、前田委員に委員長をお願いしたいと思います。前田委員長、御挨拶

をお願いいたします。 

     〔前田智永委員長 委員長席へ〕 
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○前田智永委員長   ただいま皆様にお認めいただいた前田智永です。委員長を務めてまいります。これ

まで、１期目の４年間、教育民生常任委員会でしっかりと勉強させていただきました。後半の２年間

では副委員長をさせていただいて、勉強させていただいたので、今後は委員長として皆さんと一緒に

研さんしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、引き続いて、副

委員長の互選を行います。方法についてお諮りします。どのような方法により決定するか、委員の皆

様の御意見を伺います。 

○横路政之委員   立候補される方がおられれば。 

○前田智永委員長   立候補される方がおられればとのことでした。立候補される方は挙手をお願いいた

します。 

     〔挙手〕 

○前田智永委員長   國利委員のほかにはおられませんか。それでは、國利委員に決定してよろしいでし

ょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○前田智永委員長   それでは、こちらに来ていただいて、御挨拶をお願いします。 

     〔國利知史副委員長 副委員長席へ〕 

○國利知史副委員長   このたび、教育民生常任委員会の副委員長を仰せつかりました。今回の選挙で、

庄原市で子育てしやすいまちづくりをどんどん進めていってくださいという意見が多い反面、高齢者

からは自分たちのことも考えてほしいという意見がすごく多かったので、教育から医療福祉も含めて

トータルで、教育民生にかかわることだと思いますので、前田委員長としっかりと話をしながら、皆

様と一緒になってこの教育民生常任委員会を充実した委員会にしていければと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２ 所管事務調査について 

 

○前田智永委員長   それでは、続いて、議題２、所管事務調査の件を議題といたします。事務局から説

明をお願いいたします。 

○橋本和憲議会事務局主任主事   それでは、簡単に説明いたします。所管事務調査については、地方自

治法第109条第２項において、常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調

査を行うよう規定されています。この所管事務調査権は、執行者からの議案の提出があり、議会から

付託されて審査する受動的な任務とは異なり、委員会が自主的に所管事務を取り上げ、積極的に調査

を行う権限のことで、委員会の自主的な決定により行うことができ、本会議の干渉を受けない委員会

固有の権限となっています。この調査活動についても、議案審査と同様に、原則、会期中に限られて

います。ただし、会期中に調査が終了せず、継続して調査の必要がある場合は、閉会中の継続調査の

手続を本会議において議決いただき、閉会中も委員会として調査ができるものです。本日、協議事項

とさせていただきましたが、６月定例会までの５月中に調査を必要とするものがあれば、所管事務調

査項目を設定していただき、閉会中の継続調査の手続を議長へ提出いたしますが、特になければ本日

は散会されてもよろしいかと思います。以上です。 

○前田智永委員長   ただいま説明を受けました。５月中に調査を行うようであれば、今急ぎで取り扱う
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べきものがあれば手続をとりますが、なければ６月定例会の委員会で再度協議したいと思います。御

意見がございますか。よろしいですか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○前田智永委員長   それでは、そのように取り計らいます。以上で教育民生常任委員会を散会いたしま

す。 

 

午後１時49分   散  会    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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   庄原市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名する。 

 

 

                教育民生常任委員会 

 

                臨時委員長    

 

 

 

                委 員 長    


